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出願商標「MULTI－TOUCH」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 23(行

ケ)10207・平成 23 年 12 月 15 日（3 部）判決＜棄却＞ 

 

 

 

 

 

【事実の概要】 

１ 原告アップルＩｎｃ．は，本願商標について商標登録出願をしたところ，

拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，特許庁から請求

不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた。争点は，本願商標が商

標法３条１項３号，４条１項１６号に該当するかどうかである。 

２ 特許庁における手続の経緯 

原告は，平成１９年（２００７年）１月２日の優先権（トリニダード・トバ

ゴ）を主張して，同年６月２９日，下記本願商標につき，商標登録出願（商願

２００７－７１０９２号）をしたが，平成２１年８月１１日に拒絶査定を受け

たので，同年１１月１１日，これに対する不服の審判請求をした（不服２００

９－２１９２３号）。 

【本願商標】 

MULTI-TOUCH（標準文字） 

・指定商品 第９類 写真機械器具，MP３プレーヤー，デジタルオーディ

オプレーヤー，電話（ただし，平成２０年１月２２日付け補正により

「電話機」に補正された。），携帯電話，テレビ電話，テレビジョン受

信機，電話・ファクシミリ・電子メールその他の電子データの送受信機

能を有する携帯電子機器，電気通信機械器具，未記録の磁気記録媒体，

コンピュータ，コンピュータソフトウェア，コンピュータ周辺機器，携

帯情報端末，電子手帳，その他の電子応用機械器具及びその部品 

特許庁は，平成２３年２月２２日，前記請求につき「本件審判の請求は，成

り立たない。」との審決をし，その謄本は同年３月４日，原告に送達された。 

３ 審決の理由の要点 

 本願商標を構成する文字とつづりを同じくする「multi-touch」の文字及び

その構成文字に相応して生ずる読みを片仮名で表した「マルチタッチ」の文字

は，「日経パソコン用語事典２００９年版」（甲７）等の証拠の記載からして，

「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」を表すものと認

められる。 

 そして，「マルチタッチ」の文字は，富士通コンポーネント，シャープ，そ

の他各社の抵抗膜方式タッチパネル，ノートパソコン等に係る宣伝・広告にお
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いて使用されているほか，各社が製造するパーソナルコンピュータ，液晶ディ

スプレイ等を紹介する他人のウェブページにおいても，上記の入力方式の意味

をもって使用されている。 

 そうすると，「マルチタッチ」の文字は，抵抗膜方式タッチパネル，パーソ

ナルコンピュータ，液晶ディスプレイ等について，上記の入力方式を意味する

ものとして取引上普通に使用されているというべきであり，かかる意味を有す

る「マルチタッチ」を欧文字で表記した本願商標も，これに接する取引者，需

要者が上記の入力方式を意味するものと理解，把握するものであって，自他商

品の識別標識としての機能を果たしている商標とは認識しないというべきであ

る。 

 したがって，本願商標は，これを指定商品中，上記の入力方式を採用したコ

ンピュータ等に使用するときは，商品の品質，機能を表示するにとどまるもの

とみるのが相当であり，上記商品の取引に際し，必要適切な表示として何人も

その使用を欲するものであって，特定人によるその独占使用を認めるのは公益

上適当でなく，商標法３条１項３号に該当する。 

 また，本願商標を，指定商品中，上記の入力方式を採用しないコンピュータ

等に使用するときは，あたかもこれらの商品が上記の入力方式を採用したもの

であるかのように，商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから，商標

法４条１項１６号に該当する。 

 

【判  断】 

１ 認定事実 

 証拠及び弁論の全趣旨によれば，「マルチタッチ」の文字の使用状況等につ

いて，次の事実が認められる。 

(1) 平成１９年（２００７年）より前の状況 

 米国カリフォルニア州に住所を有するＡは，平成８年（１９９６年）１１月

１８日，平成７年（１９９５年）１１月１６日等の優先権（米国）を主張して，

発明の名称を「メモリの必要を最小限にするマルチタッチ入力装置，方法およ

びシステム」とする特許出願（特願平９－５１９１５１）をした。この出願に

係る公表特許公報の要約欄には，出願に係る発明は，ユーザの複数の指により

同時に生じたタッチを区別するパッドを使用した電子装置に関する発明である

旨の記載がある（乙２０）。 

 米国ミズーリ州に住所を有するＢは，平成１１年（１９９９年）１月２５日，

平成１０年（１９９８年）１月２６日等の優先権（米国）を主張して，発明の

名称を「手操作入力を統合する方法および装置」とする国際特許出願（我が国

における出願番号は特願２０００－５２８９７４）をした。この出願に係る公
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表特許公報には，請求項の１つとして，表面付近における１つ以上の手の指又

は手のひらの行動等を検出して，１つの電子装置等への統合手操作入力を生成

するマルチタッチ表面装置に関する発明が記載されている（乙２１）。 

 富士通テン株式会社は，平成１５年（２００３年）９月１０日，発明の名称

を「情報端末における入力装置」とする特許出願（特願２００３－３１８６１

７）をした。この出願に係る公開特許公報には，請求項の１つとして，タッチ

パネルの任意の部分における複数の同時タッチによるマルチタッチを含み，そ

の同時タッチの組み合わせにより指示内容を識別することを特徴とする入力装

置に関する発明が記載されている（乙２２）。 

(2) 「iPod touch」及び「iPhone」の発売 

 原告は，平成１９年（２００７年）１月，米国で，スマートフォンである

「iPhone」を新製品として発表し，同年６月ころに同国で，平成２０年（２０

０８年）に我が国で発売した。また，原告は，平成１９年（２００７年）９月，

携帯情報端末である「iPod touch」を発売した。これらの製品には，指で直接

画面に触れて操作するマルチタッチスクリーンが採用されていた（甲１～３，

７，３０，３４）。原告は，上記製品に関連する報道発表を行ったが，平成１

９年（２００７年）の発表資料（甲３０，３４）では，「大型のマルチタッチ

ディスプレイと先駆的な新しいソフトウェアをベースとする全く新しいユーザ

インターフェイスを実現」，「マルチタッチディスプレイを指で軽く叩くだけ

でどの部分でも簡単に拡大することができます。」，「マルチタッチインター

フェース」などとして，製品の装備や操作の説明として「マルチタッチ」を含

む語を使用していたが，平成２０年（２００８年）以降の発表資料（甲３１ 

～ ３３ ，３ ５～ ３９ ） で， 同様の説明をする際に，「Multi-Touch」の

部分に商標を示す「ＴＭ」を表示をするようになった。 

(3) 「iPhone」等の発売後の状況 

 ア 平成２０年（２００８年）１０月２０日発行の日経パソコン用語事典２

００９年版には，「マルチタッチ」（「multi touch」）の語が収録され，

「タブレットやタッチパネル付きディスプレイで，２本以上の指を用いて操

作すること。」と説明されており（甲７），「iPod touch」の発売後に作成

されたものも含まれるウェブサイト上のＩＴ用語辞典（甲１，８），パソコ

ン用語集（甲９）及び一般の雑誌におけるスマートフォンの紹介記事（乙２，

３）においても，同様の説明がされている。なお，平成１９年（２００７

年）１０月１７日発行の日経パソコン用語事典２００８年版には，「マルチ

タッチ」の語は収録されていなかった（甲２３）。 

 イ 「マルチタッチ」の語は，上記日経パソコン用語事典（甲７）やウェブ

サイトのＩＴ用語辞典（甲１）において，「iPhone」等に採用されたことに
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より注目された旨説明されている。他方で，ウェブ版の日経サイエンス平成

２０年（２００８年）１０月号（甲１０）には，マルチタッチインターフェ

ースの研究は１９８０年代初めに遡ること，平成１２年（２０００年）ころ

に研究者がマルチタッチインターフェースの技術上の障壁に関する研究を開

始したこと，「iPhone」の発売当時，既に，マルチタッチスクリーンは世界

中の研究所で２本指操作を大きく超えて進化していたことを指摘する記事が

掲載されている。 

 ウ 富士通コンポーネント，シャープ，マイクロソフト，ＫＤＤＩ，ＮＴＴ

ドコモ等の各社は，それぞれのウェブサイトにおいて，自社製品や関係会社

の製品等である「Windows Touch」用の抵抗膜方式タッチパネル，ノートパ

ソコンの液晶パッド，Windows 7 に含まれるWindows タッチの機能，スマー

トフォンの機能等について紹介する際に，「マルチタッチ可能な」，「複数

の指でのマルチタッチ（ジェスチャー）操作…が可能」，「マルチタッチテ

クノロジー」，「マルチタッチ対応」などの表現で説明している（甲１３，

１４，２０～２２，２４）。 

 平成２２年（２０１０年）以降に発売されたパソコン雑誌では，パソコンの

紹介記事として，「マルチタッチ操作…が可能なタッチパネル機能を備える」，

「タッチパッドはマルチタッチに対応」，「マルチタッチ対応ディスプレイを

搭載」などと記載している（乙４～６） 

 日刊工業新聞，日経産業新聞等の新聞や，毎日コミュニケーションズその他

複数の会社のウェブサイトでも，平成２０年（２００８年）以降において，

ASUSTeKComputer，エムエスアイコンピュータジャパン，パナソニック，ナナ

オ等の各社が発表・開発した，パソコン，液晶パネル，液晶ディスプレイ等の

製品を紹介する際に，「Windows 7 のマルチタッチ機能により，指２本のジェ

スチャーで…」，「マルチタッチ３Ｄ液晶デスクトップ」，「マルチタッチ機

能を搭載したタブレットＰＣ」，「マルチタッチ対応の…ディスプレイ」など

と説明している（甲１５～１８，乙７～１６）。 

２ 商標法３条１項３号該当性について 

 本願商標は「MULTI-TOUCH」の欧文字からなるところ，上記認定事実によれ

ば，本願商標と読みを同じくする「マルチタッチ」又は綴りを同じくする

「Multi-Touch」の文字は，遅くとも平成１５年（２００３年）までには，我

が国と米国の複数のタッチパネル等の開発者によって，複数の指でタッチパネ

ル等の機器に触れることによる入力・操作方式を示すものとして使用されてい

たのであり，そのような入力方式に対応するタッチパネルが原告の「iPhone」

等に採用されたことにより一般にも注目され，本件審決時までには，上記の入

力方式を示す用語として用語辞典等にも収録され，かつ，パソコン，タッチパ
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ネル，スマートフォン等の各種商品について，これらの商品を製造する会社は

もとより，出版社や新聞社等においても，上記の入力方式を示す用語としての

使用が広がったことが認められる。そうであれば，「マルチタッチ」を欧文字

で表記した本願商標に接した上記商品の取引者，需要者は，上記の入力方式を

意味するものとして理解するのであって，自他商品の識別機能を有しないもの

と認めざるを得ない。 

 したがって，そのような本願商標を，その指定商品中，上記の入力方式を採

用したパソコン等に使用するときは，商品の品質，機能を表示するものである

から，商標法３条１項３号に該当する。また，本願商標を，その指定商品中，

上記の入力方式を採用しないパソコン等に使用するときは，これらの商品が上

記の入力方式を採用したものであるように品質について誤認を生ずるおそれが

あるから，商標法４条１項１６号に該当する。 

３ 原告の主張について 

(1) 原告は，本願商標について，「iPhone」等の製品のために原告が採用し

た造語であって，特定の意味を持たず，原告ないしその製品との密接な連想関

係があり，一般人がタッチパネル方式の一技術名と認識しているとしても，原

告の採用した造語を普通名称と誤解したのであって，当業者は原告との連想関

係を認識しているなどと主張し，また，「複数の指を用いて画面の操作を行う

ことができる入力方式」については，「マルチタッチ」の語を使用する必然性

はなく，他社は他の語を使用しているなどと主張する。 

 しかしながら，表記は別として「マルチタッチ」の語が一般に広まったこと

について，原告による「iPhone」や「iPod touch」の発表・発売が引き金にな

っていることは否めないにしても，そもそも，パソコンやそのディスプレイ等

の商品分野において，「タッチパネル」や「タッチペン」等の語が用いられて

きたように，「タッチ」の文字は，画面に接触することによる入力方式やその

ような入力方式を採用した機器を意味するものとして使用されてきたのであっ

て，このような「タッチ」と多数を意味する「マルチ」の文字を組み合わせた

「マルチタッチ」が，通常の認識として，画面に数回又は複数接触することに

よる入力方式等を意味するものと把握される可能性があることは否定できない。

加えて，上記認定のとおり，「iPhone」等の発表・発売の数年以上前から既に，

複数のタッチパネル等の開発者により，公的に用いられる特許出願に係る公報

において，「マルチタッチ」の文字が，複数の指でタッチパネル等の機器に触

れることによる入力・操作方式を示すものとして使用されていて，特段の定義

付けがなく理解されているのであるから，原告の上記主張は，採用することが

できない。 

 なお，上記の入力方式に関する技術の名称として，マイクロソフトが
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「Windowsタッチ」の文字を使用し（甲２４），サムスン電子等の会社が

「TouchWiz」の文字を使用している事実は認められるが（甲２８，２９），上

記１(3)で認定したとおり，多くの会社が上記の入力方式を示すものとして

「マルチタッチ」の文字を使用している以上，これと異なる文字を使用する会

社が存在することは，上記判断に影響を及ぼすものではない。 

(2) 原告は，証拠上，「マルチタッチ」の文字は，操作に関する説明と共に

使用されているので，そのような説明がなければ，「複数の指を用いて画面の

操作を行うことができる入力方式」とは認識し得ないと主張する。 

 しかしながら，「マルチタッチ」の文字は，操作に関する説明がない状態で

用いられ（甲１６，乙４～７），あるいは，操作に関する説明のない見出しに

おいても使用されており（甲１５～１７など），また，操作に関する説明も，

その文脈に照らし，「マルチタッチ」の文字自体の意味を説明するというより

は，機器の機能を説明するものと認められるものも含まれており（甲１８な

ど），原告の上記主張は採用することができない。 

(3) 原告の出願に係る「MULTI-TOUCH」が，カナダ，欧州共同体等で登録され

ている事実は認められるが（甲４～６），商標登録の可否は，各国の法律や商

標に係る文字等の状況等によって異なり得るのであって，上記事実によっても，

上記判断は左右されない。なお，原告は，地球規模の製品であることが斟酌さ

れるべきであると主張するが，原告の製品は「iPhone」等であって，それに限

られない指定商品に係る本願商標については当てはまらない。 

結 論 

 以上のとおり，本願商標が商標法３条１項３号，４条１項１６号に該当する

とした審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がないから，原告

の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 

【論  説】 

１．アップル社は、電子応用機械器具の分類において、優先権を主張して多数

の商標登録出願をしているが、本願商標の「MULTI-TOUCH」の場合にあっては、

その用語自体が「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」

を意味するものとして、わが国の用語事典にも紹介されていることから、「マ

ルチタッチ」と称呼する標章は、これに接する取引者，需要者には、入力方式

を意味するものと理解されるものであるから、自他商品の識別機能を有しない

ものと認めざるを得ないと裁判所は認定し、反対に上記の入力方式を採用しな

いパソコン等に本願商標が使用されると、これらの商品が上記の入力方式を採

用したものであるような品質誤認を生ずるおそれがあるとして法３条１項３号

に該当すると認定したり、また上記の入力方式を採用したものであるかのよう
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な品質誤認を生ずるおそれがあるからとして法４条１項１６号に該当すると認

定したが、いずれも妥当である。 

 また、裁判所は、この標章については、多くの会社が品質表示として使用し

ている事実も認定している。 

 なお、特表２０００－５０１５２６公報を見ると、発明の名称として、「メ

モリの必要を最小限にするマルチタッチ入力装置、方法およびシステム」と記

載されている。 

２．これに対し、原告は、カナダやＥＵ等において商標登録されている事実を

主張したが、商標登録の可否は各国の法律や文字状況等によって異なるもので

あるから、それには裁判所の判断は左右されないと判示した。それが、たとえ

Ａ社による造語であったとしても、止むを得ない判断であろう。 

 しかしながら、この一般用語化した造語についてＡ社その他が、「マルチタ

ッチ」と読めるけれどもロゴマーク化した標章を創作して使用すれば、その標

章の独自性から自他商品の識別機能を発揮しているから登録できると、裁判所

では判断するであろう。 

 

〔牛木 理一〕 

 


